MS652D01(11)-R00(11）

登録の一時停止、取消し又は登録範囲の縮小
１　目的
登録の一時停止及び取消し又は登録範囲の縮小の手順を定める。

２　範囲
この業務指示書は、登録の一時停止、取消し、登録範囲の縮小、並びに登録証等の回収及び登録組織リストの改訂、公表について適用する。

３　責任
管理課長は、登録の一時停止及び取消し又は登録範囲の縮小の手順が適切に実施されることを確認する責任を負う。

４　適用
4.1登録の一時停止、取消し又は登録範囲の縮小の事由(別紙１)が発生した場合、管理課長は登録の一時停止、取消し又は登録範囲の縮小の手続を以下に従い開始する。

(1)審査の過程で審査チームリーダーが、登録の一時停止又は取消しにつながるかもしれない不適合又はその他の状況に該当すると判断した場合、審査チームリーダーは、登録の維持の可否を決定するために、審査を実施した者とは別の適切な力量をもつ要員によるレビューの着手の必要性についてＩＳＣへ報告しなければならない。

(2)上記(1)の他、登録の一時停止、取消し又は登録範囲の縮小の事由になる可能性があることを示唆する情報を、新聞等の報道や、第三者からの苦情など外部情報として入手した場合、管理課長はその情報に関する調査（事業者への聞き取り、報告書受領など）を実施し、登録の一時停止、取消し又は登録範囲の縮小の事由に該当するかどうか、あるいは、さらに詳細を検証するための特別審査が必要かどうかを決定するとともに、その決定までの一連の活動について記録する。

4.2登録の一時停止

管理課長が「登録の一時停止、取消し又は登録範囲の縮小の事由(別紙１)」に該当すると判断した場合における登録の一時停止は、次の手順により対応する。

(1)管理課長は事業者に様式1「登録の一時停止に関する勧告書」で該当事項を通知し、期限（通常14日以内）を指定し是正処置をとるよう要請する。期限内に是正されない場合、登録の一時停止となることを含める。

(2)所定の期日までに是正処置の回答があった場合、管理課長は該当事項について、是正処置妥当性確認者を指名し確認させる。この場合、是正処置の完了予定日まで、あるいはその対応の確認が終了するまで登録の一時停止を留保する。
(3) 是正処置妥当性確認者が、回答された是正処置の適切性、有効性を確認した場合、登録の一時停止の適用は解除される。また、管理課長が、さらに調査が必要であると判断した場合は、是正処置妥当性確認者に再調査を指示する。
(4)所定の期日までに是正処置の回答がなかった場合、あるいは是正処置妥当性確認者が、是正処置の妥当性及び有効性を確認できない場合、管理課長は登録の一時停止を適用する。

(5)管理課長は、当該事業者の登録の一時停止適用に当たっては判定委員会に諮問する。

(6)判定委員会で登録の一時停止が承認された場合、管理課長は当該事業者の登録の一時停止について、一時停止の理由、事業者のとるべき処置、放置すれば取消し又は登録範囲の縮小の処置になること等を記載した様式3「登録の一時停止に関する通知書」を事業者に送付し、通知する。これにより登録の一時停止が発効する。
(7)登録の一時停止の場合は、ホームページにて公表する。

(8)登録の一時停止の解除は、特別審査を実施し、マネジメントシステム判定委員会に上申する。
(9)登録の一時停止の解除のための特別審査は、原則として更新審査相当の工数で実施する。
(10)登録の一時停止期間は原則として6ヶ月間を超えないものとする。

(11)登録の一時停止期間中、マネジメントシステム判定委員会において、特別審査結果から是正処置が有効に実施されたことを確認できた場合、登録の一時停止は解除される。

(12)登録証の有効期限は一時停止期間を考慮して延長することは行わない。
(13)一時停止期限内に是正処置が有効に実施されない場合は、登録の取消し又は登録範囲を縮小しなければならない。

(14)ＩＳＣは、いかなる関係者の要請があった時も、登録事業者のマネジメントシステムの登録状態が一時停止にある場合には、その旨を適正に回答するものとする。

4.3登録の取消し又は登録範囲の縮小
登録の一時停止、取消し又は登録範囲の縮小の事由(別紙１)における登録の取消し又は登録範囲の縮小は、4.2「登録の一時停止」の手順に準じて、次の手順により実施される。

(1)登録事業者の登録範囲のいずれかの部分に関し、登録要求事項について常態化した不適合又は重大な不適合があった場合、要求事項に適合しないこれらの部分が除外されるように登録事業者の登録範囲を縮小しなければならない。このような登録範囲の縮小は、登録に使用される規格の要求事項の意図に沿ったものでなければならない。
(2)登録の取消し又は登録範囲の縮小の事由が発生した場合、管理課長は、事業者に様式2「登録取消し／登録範囲の縮小に関する勧告書」でその内容を提示し、早急（実施可能な期限内）に是正をとるよう勧告する。勧告には、期限内に是正されない場合、登録の取消し又は登録範囲の縮小となることを含める。ただし、登録の取消し又は登録範囲の縮小に急を要する場合、ＩＳＣは上記登録の一時停止の手続きなしに様式2「登録の取消し／登録範囲の縮小に関する勧告書」により通知する。
(3)期限内に是正が確認できない場合、管理課長は当該事業者の登録の取消し又は登録範囲の縮小について判定委員会に諮問する。

(4)判定委員会で登録の取消し又は登録範囲の縮小が承認された場合、管理課長は事業者に様式4「登録取消し／登録範囲の縮小に関する通知書」を送付し、通知する。
(5)登録の取消しの場合は事業者のマネジメントシステムは登録されていないものとみなされ、すべての登録関係文書をＩＳＣに返還させる。
(6)登録の取消し以降、当該事業者の登録証、登録マーク及び認定シンボルの清刷の回収を要求するとともに、ウェブサイトに登録マーク及び認定シンボルを使用している場合は、当該登録マーク及び認定シンボル部分を削除するよう要求する。

また、ＩＳＣは登録範囲の縮小に伴い、既に発行している登録証を改訂するとともに、全ての広告物を修正することを登録事業者に要求する。

(7)登録の取消し又は登録範囲の縮小に関する情報はホームページにて公表する。

(8)ＩＳＣは、いかなる関係者の要請があった時も、登録事業者のマネジメントシステムの認証が取消し又は登録範囲の縮小の場合には、その旨を適正に回答するものとする。
５　その他

(1)ＩＳＣは登録の取消しの後に行われた事業者による登録関係文書、記号または登録マークの使用は不法行為として、ホームページによる違反の公表、及び必要に応じて法的手段として提訴する。
(2)登録の取消し又は登録範囲の縮小の後に行う再審査は、初回審査と同一の基準、同一の審査プロセスに従って審査を行うが、事前審査を実施するか否かはＩＳＣの裁量で決定する。 

(3)事業者はＩＳＣの決定（一時停止、取消し又は登録範囲の縮小）に対して異議申立て及び／又は提訴する権利を持つ。

７　参照文書
· マネジメントシステムマニュアル（MS100A01）

· 審査登録業務手続－審査登録事務（MS600C01）
· JAB MS100,200
· JIS Q 17021:2011（ISO/IEC 17021:2011）
８　関連文書
· 審査登録業務手続－審査登録事務（MS600C01）
· 不祥事を知り得た場合の対応プロセス(MS190C02)
· 故意に虚偽説明を行っていた事実が判明した場合の対応プロセス（MS190C03）
· 異議申し立て、苦情（520D01）
別紙１

登録の一時停止、取消し又は登録範囲の縮小の事由
次のような事由があるときは、登録の一時停止、取消し又は登録範囲の縮小となる。
1. 不適合（法規制の不順守を含む）が存在し、その是正処置が指定された期日までに有効に実施されない。

2. 一時停止期限内に是正処置が有効に実施されない。（一時停止期間は原則として6ヶ月を超えないものとする。）

3. 登録事業者の登録範囲のいずれかの部分に関し、登録要求事項について常態化した不適合又は重大な不適合がある。

4. 登録証、国際規格審査登録センター（以下、ＩＳＣという）、公益財団法人日本適合性認定協会（以下、ＪＡＢという）の記号、マークあるいはロゴの不適切な使用の改善がＩＳＣの要求を満足するものでない。

5. 相当な期間にわたって登録されたマネジメントシステムにおける活動、製品あるいはサービスの供給を事業者が行っていない。

6. 審査登録業務契約書（MS612E01）の第4条にある諸資料の閲覧請求および質問に対する事業者の速やかな対応が履行されない。

7. ＩＳＣに対する事業者の債務不履行が一定期間内に解消されない。

8. 事業者からの自発的な一時停止の要請がある。

9. 下記①から④に対する事業者の違反行為が一定期間内に解消されない。（是正処置がなされない。）
①事業者とＩＳＣとの契約事項
②審査登録のための要求事項（MS612E10）
③登録証及び登録マーク使用にあたって守っていただく事項（MS612E02）
④公益財団法人 日本適合性認定協会　認定シンボル使用規則（JAB N410）
10. 改訂された規格に対する適合性を事業者が立証できない、あるいは立証する意思がない。

11. 不祥事及び故意の虚偽説明が発見され、一連の調査、特別審査及び短期予告審査等で、明らかに意図的な法令違反や故意の虚偽説明であることが確認された。
12. マネジメントシステムが有効に機能していないことを示唆する重要な苦情、または第三者からの正当な苦情の存在があり、一定期間内に解消されない。（是正処置がなされない。）

13. 登録事業者が、初回登録後の最初のサーベイランス審査を基準日（初回審査での事業者訪問の最終日）から12か月以内に受審できない。（即、登録は取り消し）。

14 登録事業者が、２年目以降のサーベイランス審査の実施に同意しない場合で、かつ、基準日より1年以上サーベイランス審査による検証ができない状態となったとき、又は、サーベイランス結果から当該年の登録月日を3ヶ月経過しても登録継続の決定が行われない。

15. 登録事業者が更新審査の実施を受け入れず、基準日（初回審査での事業者訪問の最終日）までに更新審査（現地審査）が実施できない、又は、基準日までに実施された更新審査結果から登録有効期限までに判定委員会において登録更新の決定が行われない。
16. その他、事業者の所為がＩＳＣ、ＪＡＢの名誉並びに適合性審査登録制度の主旨を著しく損ねた。

様式 1

ISC－******

年月日

«会社名日本語）»　«事業者名（日本語）»
«責任者役職»　　　　　　　　　

«受審責任者»　様

財団法人三重県環境保全事業団

国際規格審査登録センター
登録の一時停止に関する勧告書

貴事業所では国際規格審査登録センターが規定するマネジメントシステム登録の一時停止に該当する次の事項が存在しています。至急確認の上、是正されるよう勧告します。
なお、下記の該当欄に是正処置を記入の上、**月**日までにご返送ください。
ご返送いただけない場合、登録の一時停止となりますのでご注意ください。

	事業者名
	　«会社名日本語）»　«事業所名（日本語）»
	登録番号
	　«ＩＳＣ登録番号»

	適用規格
	　«登録規格»

	内容
	　

	（事業者記入欄）

	発生の原因
	

	是正処置の方法

	是正処置の完了予定日：　　　年　　月　　日

	是正処置記入者
	
	日付
	　　　年　　月　　日

	受審責任者
	
	日付
	　　　年　　月　　日

	（ＩＳＣ記入欄）

	是正処置の妥当性

	□ 適
· 不適(不適の理由：　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

	是正処置妥当性確認者
	
	日付
	　　　年　　月　　日

	是正処置完了確認者
	
	日付
	　　　年　　月　　日

	判定委員会の登録に対する判断
	　　□　登録を継続　　　□　登録一時停止　　　

	管理主体
	
	日付
	　　　年　　月　　日


様式 2

ISC-******

年月日

　　　　　　　　　

　　　　　　　　　

　　　　　　　　　様

財団法人三重県環境保全事業団

国際規格審査登録センター
登録取消し／登録範囲の縮小に関する勧告書
貴事業所では財団法人三重県環境保全事業団　国際規格審査登録センターが規定するマネジメントシステム登録取消し／登録範囲の縮小に該当する次の事項が存在しています。至急確認の上、是正されるよう勧告します。
なお、下記の該当欄に是正処置を記入の上、＊＊月**日までにご返送ください。ご返送いただけない場合、登録の取消し／登録範囲の縮小となりますのでご注意ください。
　　
	事業者名
	　«会社名日本語）»　«事業者名（日本語）»
	登録番号
	«ＩＳＣ登録番号»

	適用規格
	　«登録規格»

	内容
	　

	（事業者記入欄）

	発生の原因
	

	是正処置の方法

	是正処置の完了予定日：　　　年　　月　　日

	是正処置記入者
	
	日　付
	　　　年　　月　　日

	受審責任者
	
	日付
	　　　年　　月　　日

	（ＩＳＣ記入欄）

	是正処置の

妥当性
	□ 適
□ 不適(不適の理由：　

	是正処置完了確認者
	
	日付
	　　　年　　月　　日

	判定委員会の登録に対する

判断
	　□　登録を継続　　　　□　登録一時停止　　　　□　登録取消し

　□　登録範囲の縮小

	管理主体
	
	日付
	　　　年　　月　　日


様式 3

                                                                    ISC-******

年   月   日
（事業所(顧客)番号）

（事業所(顧客)名）

（審査対象組織名）


（事業所代表者名）様
                                             財団法人三重県環境保全事業団

国際規格審査登録センター
登録の一時停止に関する通知書

拝啓　時下ますますご清勝のこととお慶び申し上げます。
さて　下記にある事由から、この文書の作成日をもちまして国際規格審査登録センター（以下、ＩＳＣという）の登録事業所リストにあります貴事業所の登録を一時停止させていただきます。
敬具

記

１．一時停止期間：

２．一時停止の事由：
３．一時停止解除の条件：

４．上記適用の登録内容：

ＩＳＣの規則では、登録証をＩＳＣに返却するとともに、登録の一時停止が解除されるまではＩＳＣ及び公益財団法人 日本適合性認定協会(JAB)の登録マーク、JAB認定シンボルの使用を停止しなければなりません。ＩＳＣが貴事業所の是正処置を適切であると判断した場合には、貴事業所の登録は回復されます。
このたび、このような処置を講じたことは誠に遺憾であり、私どもの審査登録プロセスの公平性を維持するためにやむなく実施に至ったことをご了承願います。
様式 4

ISC-******

年   月   日
（事業所（顧客）番号）

（事業所（顧客）名）

（審査対象組織名）


（事業所代表者名）様
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　財団法人三重県環境保全事業団

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　国際規格審査登録センター
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
登録の取消し／登録範囲の縮小に関する通知書
拝啓　時下ますますご清勝のこととお慶び申し上げます。
さて　下記の事由から、この文書の作成日をもちましてＩＳＣの登録事業者リストにあります貴事業所の登録を取消し／登録範囲を縮小させていただきます。
（事由）
　
　
　

　

　

　

　

（登録取消し）

ＩＳＣの規則では、登録証を返却いただくとともに、ＩＳＣおよび公益財団法人 日本適合性認定協会（ＪＡＢ）の登録マーク、ＪＡＢ認定シンボルの使用を停止しなければなりません。
貴事業所がこの規則に違反した場合、ＩＳＣは提訴を含む厳しい対応をいたします。
このたび、このような処置を講じたことは誠に遺憾であり、私どもの審査登録プロセスの公平性を維持するためにやむなく実施に至ったことをご了承願います。

敬 具
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